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○趣旨 

 平成 2２年 2 月議会において議決された「過疎地域等における県税の課税免

除に関する条例の一部を改正する条例（平成 2２年高知県条例第７号）」により、

農村工業等導入地区における県税の課税免除を廃止したことに伴い、規則にお

いても所要の改正を行ったものです。 

 

○改正様式 

 第１号様式 

 第３号様式 

 第４号様式 

 第５号様式 

 第６号様式 

 第８号様式 

 第９号様式 

 

○施行期日 

 公布の日（平成 22 年３月２６日） 

 


